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介護予防短期入所生活介護重要事項説明書 

〈2024（令和６）年４月１日現在〉 

当事業所は介護保険の指定を受けています

（滋賀県指定第２５７１３０００９０号） 

当事業所は、ご利用者に対して介護予防短期入所生活介護サービスを提供します。事業

者の概要や提供されるサービスの内容について次のとおり説明します。 

１．施設経営法人 

法人名   社会福祉法人 野洲慈恵会 

法人所在地 ５２０－２３５１ 滋賀県野洲市冨波甲１３４０番地１  

電話番号   ０７７－５８６－５４４４ 

代表者氏名   理事長  奥村 義一 

設立年月日   1990(平成２)年１１月２９日 

 

２．介護予防短期入所生活介護事業所の概要 

事業所の種類  指定介護予防短期入所生活介護 

指定番号  滋賀県 第２５７１３０００９０号 

 

（１）事業所の目的 

介護予防短期入所生活介護は、介護保険法の規定にもとづき、要支援状態等にある高齢

者に対し、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中

の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会

的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身機能の

維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とする。 

（２）事業所の名称   ショートステイサービスあやめの里 

（３）事業所の所在地  滋賀県野洲市吉川３８５４番地１ 

（４）電話番号     ０７７－５８９－８５３３ 

（５）ファックス    ０７７－５８９－６２４１ 

（６）管 理 者      松尾 道子 

（７）運営方針 

本事業の運営に当たっては、日本国憲法第２５条、老人福祉法および介護保険法の基本理

念にもとづき利用者の人権を尊重し、関係市町、地域の保健、福祉、医療サービス提供者

と綿密な連携を図り総合的なサービスの提供を行う。 

（８）開設年月日  平成１８年４月１日 

（９）利用定員   ２０人（指定短期入所生活介護を含む） 

（10）開設日    年中無休  
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 (11) サービス提供時間   ２４時間 

            入所対応時間は午前９時００分から午後５時００分まで。 

           退所対応時間は、午前９時から午後７時３０分までとします。 

            （施設送迎時間は下記４（１）参照） 

 

 (12) 設備の概要 

当事業所では以下の居室・設備をご用意しています。利用される居室は全室１人部屋です。 

居室の変更：ご利用者から居室変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により

施設でその可否を決定します。また、利用者の心身の状況により居室を変更する場合があ

ります。 

居室・設備の種類 室  数 備      考 

  １人部屋        ２０  

 食   堂   各ユニットに１  

 機能回復訓練室         〃  

 浴   室         〃   一般浴槽（個人浴槽）・特殊浴槽  

 脱 衣 室         〃    

 医 務 室         １    

※上記は、厚生労働省が定める基準により必置が義務づけられている施設・設備です。こ

の施設・設備の利用に当たっては、介護保険法で定められた利用料の他に滞在費のご負担

が必要です。 

 

３．職員の配置状況 

当事業所では、利用者に対し、介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職 

員を配置しています（介護老人福祉施設を含む）。 

（令和4年 11 月１日現在） 

 

 職    種 

 

員数 

常  勤 非 常 勤  

  専  兼  専  兼 

 管理者  １     １   

 生活相談員   ２   ２     

  介護職員  ３5  ２４   １1  

  看護職員  5   ２         3 

  機能訓練指導員  2       ２ 
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  管理栄養士   １     １   

 

主な職員の勤務体制 

職  種 勤  務  体  制 

 管理者  勤務時間   ８：３０～１７：３０ 

 介護職員  標準的な時間帯における配置人員（２ユニット） 

 日 中   ５～６人   夜 間   １人 

 看護職員  標準勤務時間 ９：００～１８：００ 

 

４．当施設が提供するサービスと利用料金（支払方法） 

 

（１）サービスの概要 

送   迎 施設入退所時に、希望があれば自宅と当施設間の送迎を実施い

たします。ご自宅以外への送迎を行うことはできません。原則

として、迎え時間は8：45頃～10：30頃の間、送り時間は16

：00頃～17：30頃の間になります。ただし台風等により警報

が発令された場合は、上記以外の時間になることもあります。

その際には事前にご相談の上、送迎を実施します。 

入   浴 入浴または清拭を週２回行います。 

一般浴、リフト付き個浴で対応します。 

食   事 管理栄養士または栄養士が栄養管理を行い、ご利用者の身体の

状況に配慮した食事を提供します。 

原則として利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をと

っていただきますが、利用者の希望や心身の状況を踏まえ、場

所と時間については相談に応じます。 

食事時間 

 朝食8:00より 昼食12:00より 夕食18:00より 

排   泄 介護予防短期入所生活介護計画に基づいて利用者の身体能力に

配慮した援助を行います。 

健康管理 看護職員が健康管理を援助します。 

生活相談 利用者の生活上の相談に応じます。 

レクリェーション レクリェーションプログラムに従って実施します。 
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その他の自立への

支援 

利用者の自立に向けて、介護予防短期入所生活介護計画を立案し

計画に基づいて可能な限り適切な介護を行います。 

利用者が相互に社会的関係を築き、コミュニケーションが図れる

ように利用者の心身の状況等に応じ支援します。 

生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容ができるよう援助

します。 

 

複写物の交付 利用者はサービス提供についての記録を所定の手続きの上、閲

覧できます。複写物を必要とする場合には、実費をご負担いた

だきます。 

日常生活上必要と

なる諸費用実費 

 

 

 

日常生活品の購入代金等、ご利用者の日常生活に要する費用で

ご利用者にご負担いただくことが適当であるものの費用。おむ

つ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はあ

りません。 

理容・美容 近隣の理髪店や美容院、または移動理美容店をご利用していた

だいております。 

（感染症流行時には対応できない時があります） 

その他 利用者からの負担が適当であると認められるものや、ご利用 

者が契約終了後も居室を明け渡さない場合などに本来の契約 

終了日から現実に居室が明け渡された日までの期間にかかる 

料金等は実費になります。 

 

（２）サービス利用料金 

別紙の通りです（別紙１）。 

    利用途中にサービスを中止して退所する場合、退所日までの日数を基に計算し 

    ます。 

   

（３）支払方法 

    原則的には、別途契約した口座からの引き落としとさせていただきます。利用料 

    金・費用は、前月分の費用を翌月の２０日頃までに請求し、末日に指定口座から 

    引き落としますので、請求分を口座にご準備ください。 

    お支払いいただきましたら、領収書を発行します。 

 

５．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

   介護予防サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に地域包括支援センター

または介護支援専門員とご相談下さい。 

   ３か月前にご予約をいただいておりますが、定員20 名を超えるお申込みがあっ       
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   た場合には、優先度によりキャンセル待ちとさせていただく場合があります。 

 

（２）利用中の中止 

    ①利用者のご都合で、サービスの利用を中止希望される場合 

  ②前日の利用確認の際、体調によってはサービスを中止する場合があります 

  ③以下の場合に、利用途中でもサービスを中止する場合があります。 

   ・利用者及び家族の都合により中途退所を希望した場合 

   ・健康チェックの結果、体調が悪かった場合（健康状態がすぐれない場合や、その

為に受診が必要な場合。また、感染性疾患等の疑いにより集団生活が困難と判断

した場合） 

   ・他の利用者の生命または健康に重大な影響をあたえる行為があった場合 

 

６．契約の終了について 

（１）利用者からの申し出により契約を終了する場合（中途解約・契約解除） 

  契約の有効期間であっても、利用者から契約の終了を申し出ることができます。そ

の場合には、契約終了日を事前に文書でお申し出ください。ただし、以下の場合には、

文書でお申し出いただくことにより、直ちに契約を解除することができます。 

  ①事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

  ②事業者が守秘義務に反した場合 

  ③事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

 

（２）事業者からの申し出により契約を終了する場合（中途解約） 

  以下の事項に該当する場合は、事業者は契約終了日の１ヶ月前までに利用者に文書

で通知することにより、この契約を解約することができます。 

  ①事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合またはやむを得ない事由により事

業所を閉鎖した場合 

  ②事業所の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 

  ③事業所が介護保険法に基づく指定を取り消された場合または指定を辞退した場

合 

 

（３）事業者からの申し出により契約を終了する場合（契約解除） 

  以下の事項に該当する場合は、事業者は利用者に対して文書で通知することにより、

この契約を解除することができます。ただし利用者が現にサービスを利用している期間

中は、１０日間の予告期間をおきます。 

  ①利用者のサービス料金の支払いが３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したに

もかかわらず１０日以内に支払われない場合 

  ②利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合や、利用者の病

気、入院、または介護予防特定施設への入所等により、３ヶ月以上にわたってサー

ビスが利用できない状態であることが明らかになった場合 

  ③利用者が契約締結時に、その心身の状況および病歴等の重要事項について故意にこ
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れを告げず、または不実の告知を行い、その結果この契約を継続しがたい重大な事

情を生じさせた場合 

  ④利用者が、故意または重大な過失により事業者またはサービス従事者もしくは他の

利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行うこと

などによって、この契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

 

（４）以下の事項に該当した場合は、契約は自動的に終了となります。 

①利用者が介護予防特定施設に入所した場合 

②利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）もしくは要介護と認定された場合 

③利用者が死亡した場合  

 

７．サービス利用に当たっての禁止行為 

  利用者や職員に対する以下のハラスメント（著しい迷惑な）行為は固くお断りする

とともに、サービスの中断や契約を解除する場合があります。 

事業所の快適性、安全性を確保するためにもご協力をお願いします。 

身体的暴力 
身体的な力を使って危害を及ぼす行為 

例：物を投げつける、叩く、蹴る、唾を吐く、服を引きちぎる、など 

精神的暴力 

個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

例：怒鳴る、威圧的な態度で文句を言い続ける、理不尽なサービスを要求す

る、差別（的な言動）をする、嫌がらせをする、など 

 

セクシュアル 

ハラスメント 

意に沿わない性的誘い掛け、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為 

例：必要もなく手や胸をさわる、抱きしめる、卑猥な言動を繰り返す、など 

 

８．サービス利用にあたっての留意事項 

      ・面会                  －８：００～２０：００まで自由です。 

                （上記以外の時間の場合はご相談下さい） 

   ・外出、外泊            －自由に行なっていただけますが、できるだけ前日まで 

                に連絡してください。但し、送迎は家族でお願い致し

ます。 

・飲酒               －お酒類はお預かりして提供しますが、ご本人の体調 

や周囲の方への影響等が懸念される場合には制限させ 

ていただくことがあります。 

・たばこ        －当事業所の敷地内は全面禁煙です｡ 

   ・設備、器具の利用      －必要に応じて利用してください。 

   ・金銭、貴重品      －滞在中に必要なもののみご持参ください。事務所に 

                てお預かりします。 

   ・所持品の持ち込み      －滞在中必要なものの他に、趣味等のために必要なもの 

                は、ご持参ください。 

   ・施設外での受診        －自由です。但し、病院への連絡と送迎は家族でお願い
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します。救急以外の定期受診等は家族でしてください。 

                当施設への往診の受け入れは可能ですが、希望時は事

前にご相談下さい。 

・夜間の巡視について  －就寝中は、決められた時間帯、またはご利用者の体調

に応じて訪室し、ご様子を確認します。 

   ・宗教活動              －他人に迷惑を及ぼさなければ自由です。布教行為は 

                固く禁止します。 

   ・ペット                －原則として禁止です。但しご相談には応じます。 

      

９．緊急時の対応方法 

    サービス提供中に健康状態が急変した場合は、ご家族または緊急連絡先に連絡し、 

    必要に応じて主治医に連絡するなど必要な処置を講じます。 

 

１０．事故発生時の対応 

サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村および関係各機関 

並びに家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

１１．サービス内容に関する苦情 

 （１）当事業所における苦情の受付 

 当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口    

              ショートステイサービス あやめの里 

       滋賀県野洲市吉川３８５４番地１ 

           電 話  ０７７－５８９－８５３３   

              ＦＡＸ  ０７７－５８９－６２４１ 

 

       苦情解決責任者  松尾 道子 

         苦情受付担当者  西村 奈央 

 ＊また、意見箱を設置していますのでご利用下さい。 

 

  ○第三者委員 

  当施設では苦情等の解決にあたり、中立的な立場で解決の支援を行う第三者委  

員を設置しております。第三者委員は定期的に施設を訪問しており、訪問時に苦情や

要望などの相談をすることができます。また直接電話にて相談をすることもできます

（委員氏名や電話番号等は施設内に掲示しております）。 

 

○苦情受付時間  毎日  ８時３０分～１７時３０分 

 

 （２）行政機関その他苦情受付機関 

  当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます 
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野洲市高齢福祉課 所在地  野洲市小篠原２１００－１ 

     電話 ０７７－５８７－６０７４ 

守山市介護保険課 所在地    守山市下之郷三丁目２番５号 

     電話 ０７７－５８２－１１２７ 

近江八幡市福祉保健部介

護保険課 

所在地  近江八幡市土田町１３１３ 

     電話 ０７４８－３３－３５１１ 

滋賀県国民健康保険団体

連合会 

所在地  大津市中央４丁目５－９ 

     電話 ０７７－５１０－６６０５（苦情専用） 

滋賀県運営適正化委員会 所在地  草津市笠山７丁目８－１３８ 

     電話 ０７７－５６７－４１０７ 

  

上記以外にも各市町村において苦情受付窓口があります。 

  

１２．福祉サービス第三者評価事業 

福祉サービス第三者評価事業は実施していません。 

 

１３．その他 

  この重要事項説明書は大切に保管してください。 
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本書面に基づいて、施設のサービス内容について重要な事項を説明しました。 

 

 重要事項説明日       令和    年    月    日  

             

            事業者 

                                滋賀県野洲市吉川３８５４番地１ 

                 ショートステイサービスあやめの里 

                 管理者   松尾 道子    印 

 

            説明者   

                                  所属 ショートステイサービスあやめの里 

 

                 氏名               

 

 

 私は、本書面に基づいて、事業者から重要事項の説明を受けました。 

 

            令和   年   月   日 

             

            本 人  

                                  住所 

 

                 氏名               

 

            代理人   

                                  住所 

 

                 氏名               

                                  

                  利用者との続柄等 （                  ） 


